
 

●掛看板（かけかんばん）の許可基準 

地域等 許可がいらないもの 許可を得て表示できるもの 

自

家 

広

告

物 

禁止 

地域 
１個の広告物の表示面積は１㎡以下 １個の広告物の表示面積は２㎡以下 

許可

地域 

 
１ １個の広告物の表示面積は２㎡以下 

２ 道路上に突き出る場合は、下端の高

さが、歩道の路面から３ｍ以上、車

道の路面から４．５ｍ以上 

１個の広告物の表示面積は２㎡以下 

 

 

一

般 

広

告

物 

禁止 

地域 
一般広告物は、禁止地域には表示（設置）できません。(適用除外を除く) 

許可

地域 

一般広告物は、許可を得て設置(表

示)してください。（適用除外により

許可不要なものを除く） 

１ 1個の広告物の表示面積は２㎡以下 

２ 道路上に突き出る場合は、下端の高

さは、歩道の路面から３ｍ以上、車

道の路面から４．５ｍ以上 

※建造物その他の物件に吊り下げる形で表示される広告物です。 


